
災害ケースマネジメント
と連携のポイント

弁護士 津久井 進
一人ひとりが大事にされる災害復興法をつくる会 共同代表

令和7年度 内閣府 災害ケースマネジメント伴走支援事業
第２回 災害ケースマネージメント研修会

（盛岡市主催・内閣府共催）
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災害ケースマネジメントとは

災害ケースマネジメントのことを、
「災害ケーマネ」 とか、
「災害ＣＭ」 とか、
「ＤＣＭ」 などと
略称することがあります。
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災害ケースマネジメント

被災者一人ひとりに
必要な支援を行うため、

被災者に寄り添い、

その個別の被災状況・生活状況などを把握し、

それに合わせて様々な支援策を組み合わせた

計画を立てて、

連携して、

生活再建を支援するしくみ

つまり…
当たり前
のこと
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災害ケースマネジメントの足跡を辿る

•ハリケーン・カトリーナ／以前から当然に存在H17（2005）

•仙台市の生活再建加速プログラムH27（2015）

•国会でDCMについて初質問H30（2018）

•鳥取県でDCMの条例化H30（2018）

•全国知事会等がDCMの予算要望R3（2021）

•首相が国会でDCM実施を答弁R3（2021）

•内閣府が「事例集」作成R4（2022）

•経済財政諮問会議の方針にDCM明記R4（2022）

•内閣府が行政向け「手引き」作成R5（2023）

•国から能登地震被災地に依頼R6（2024）

•防災庁発足～DCMの実装？を期待！R9（2026）
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災害後の生活再建フェーズと課題

ひとりで避難
行動できない

発災

健康管理

恒久住宅の確保

避難所,車中泊,
在宅等におけ
る避難生活

家具転倒

正常性バイアス

津波てんでんこ

デマ/流言は智者に止まる

命を守る

普段のことしかできない！
普段のことさえできない！

災害関連死

食事・水・トイレ

孤立 マイノリティ

在宅被災者

女性視点

仮設住宅

危険区域立入規制

り災証明/住家被害認定
り災証明に不満あり

間違った情報
で動いてしまう

相続登記

どの制度が使え
るか分からない

公費解体等の期限

相談できるところがない

お金
ない

制度自体に問題がある

業者
いない

発災

困窮
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災害後の生活再建フェーズと支援策

発災

恒久住宅の確保

避難所,車中泊,
在宅等におけ
る避難生活

災害弔慰金

り災証明書

公費解体

仮設住宅

災害対策基本法

基礎支援金
（被災者生活再建支援法）

応急修理

災害援護資金貸付

義援金

加算支援金
(被災者生活再建支援法）

災害公営住宅

災害復興住宅融資

被災ローン減免制度

雑損控除

災害救助法

独自支援制度

ボランティア

発災
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逆
で
す
！
災
害
時
に
既
存
の

力
を
効
果
的
に
使
え
る
よ
う

場
を
切
り
替
え
る
工
夫
で
す
。

連
携
は
そ
の
効
果
的
な
手
段
、

そ
の
土
台
は
目
的
で
す
。

災害ケースマネジメントは
新たな負担を課すもの？

Q A

7



自己紹介に代えて

～目的と手段～

なぜ法律実務家が
被災者支援をするのか？
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災害とリーガルマインド

何のために（目的）

その仕組みがあるのか（手段）

現場で考える（法的思考）

現場から離れた机上

道具と型だけを見る人々

主客転倒に気付かない
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災害とリーガルマインド

目的と手段

形にとらわれ本質を見失わない

はて？ なぜ？

現場に答えがある

シーチキンランプ

何のために
（目的）

その仕組みがあるのか
（手段）

現場で考える
（法的思考）
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個人情報保護法の目的の誤解

第1条（目的） この法律は、デジタル社会の進展に伴い個人情
報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正
な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成そ
の他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、
国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、個人情報を取り
扱う事業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵
守すべき義務等を定めるとともに、個人情報保護委員会を設
置することにより、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円
滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が
新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生
活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性
に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

災害時は「個人情報活用法」と呼ぶべき！
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内閣府防災『防災分野における個人情報の取扱いに関する指針（概要版）』より
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HazardとDisasterの違い

ディザスターは
社会や生活上の被害

ハザードは
危機や現象

「災害」とは

暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地
震、津波、地盤の液状化、噴火、地滑りその他の異常な自然
現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の
程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる
被害をいう
（災害対策基本法２条１号）

「阪神・淡路大震災」 VS 「平成７年兵庫県南部地震」
「東日本大震災」 VS 「平成２３年東北地方太平洋沖地震」
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国際的な「災害」の定義との違い

災害とは
「コミュニティまたは
社会の機能の深刻な混
乱であって、広範な人
的、物的、経済的もし
くは環境面での損失と
影響を伴い、被害を受
けるコミュニティまた
は社会が自力で対処す
る能力を超えるもの」
出典：国連 国際防災戦略 防災用語
集(2009年版)

災
害

コミュニ
ティ・社
会機能の
混乱

人・物・
経済・環
境の損失

自力対
処能力
の超過

本質から考えるアプローチ

形から離れられない思考
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国際的な考え方

•×数値基準、◎信念と権利

スフィア基準

•避難者の権利と当局の義務

国内避難に関する指導原則

•災害で負の影響を受けた人

ＩＡＳＣガイドライン

「最低基準」は「普遍的な提言」である。そして、その下に「基本行
動」→「基本指標」→「ガイダンスノート」（基本行動を支える追加
情報）が続く。基本指標は２０人に1基。ガイダンスノートに初期は
50人に最低1基、男女比が３対１との例示がある。最低基準は「いつ
であっても誰もが安心して使える安全なトイレがあること」である。
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「被災」とは

一人ひとりの人権を回復すること

一人ひとりの人権が危うくなること

復旧・復興・生活再建とは
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大
切
な
の
は
「
本
質
」
で
す
。

生
活
再
建
こ
そ
が
「
目
的
」
。

支
援
の
技
術
は
「
手
段
」
の

ひ
と
つ
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

そ
の
基
本
こ
そ
平
時
の
備
え
。

災害ケースマネジメントで
もっとも大切なこと
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制度と限界

法律実務家が感じた壁
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東日本大震災と弁護士相談

◆陸前高田市の仮設住宅巡回訪問◆

難民支援協会，まぁむたかた等と連携 写真出典：まぁむたかた，野崎隆一氏

まちづくり個別相談（気仙沼）

避難所での相談
（大船渡市）

アウトリーチ
世帯ごとの個別相談

よってたかって連携

アウトリーチ

ツール活用
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災害時の法律相談の機能

■東日本大震災における
岩手，仙台，福島，千
葉，茨城，日弁東京三
会の無料法律相談

■情報分析結果として取
りまとめた2012年10月
までの約4万件が対象

■1000件を抽出して紹介
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２７９ 家を購入後3時間で家を流される。住宅ローンの支
払いはどうなるのか。引渡し後3時間で転居前なので生
活再建支援金の支給を拒否された（宮城県：Ｈ２３．５）

４０９ 独身の兄と二人暮らしをしていたが，今回，兄が津
波で溺死。兄の死亡に関し，災害弔慰金も義援金も支
給されないのは不合理ではないか（岩手県：Ｈ２３．４）

７４３ 精神的にぼろぼろ，体も頭もついていかない。眠れ
ない。皆そう。避難指示で避難。その後の生活が読めな
いので転居もできない。とにかく生活費が必要。（福島
県：Ｈ２３．４）

東日本大震災無料法律相談事例集より
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立法事実で制度改善へ
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知られざる支援制度がたくさんあります
『被災者支援チェックリスト』を携行すれば十分

「チェックリスト」「永野海」で検索！
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被災者支援の制度は「ひさぽ」
永野海のHP

https://naganokai.com/hisapo/
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災害救助法

第４条 救助の種類は、次のとおりとする。
１ 避難所及び応急仮設住宅の供与
２ 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
３ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
４ 医療及び助産
５ 被災者の救出
６ 被災した住宅の応急修理
７ 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与
８ 学用品の給与
９ 埋葬
10 前各号に規定するもののほか、政令で定めるもの
（※遺体の処理、障害物の除去）

７

８

９

10

11
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災害救助法
（他に被災者生活再
建支援法や災害弔慰
金法など）

復旧期には罹災証明
書の区分が支援水準
を決める

菅野拓 大阪公立大学准教授による <構造的課題の整理>

Ⅰ 災害は、ある地域にたまにしか来ない社会課題る（経験値乏しい）
Ⅱ 平時に民間が関与＝行政が慣れない財を供給する（混乱と不足）
Ⅲ 災害時の担い手のあるべき姿は「餅は餅屋の災害対応」

災害体対策基本法

公営住宅法・住宅
セーフティネット法

役割分担、組織、
計画、対策の推
進など

平時

内閣府

災害時

支援

災害体対策基本法に
もとづく組織運営

内閣府

住宅

医療

保健

福祉

国交省

社会保障関係の
各法

厚労省

物資
（食料・生活用品
など）

内閣府

市場で供給

地方自治体
・民間

民間

地方自治体

供給の
主な担い手

民間

供給の
主な担い手

民間

地方自治体

課題1 災害救助法に福祉的
支援がなく配慮が必要な人ほ
ど厳しい環境におかれる

課題2 平時は民間が
担い手なのに災害時は
慣れない地方自治体
が急に担い手になる

課題3 社会保障に関係す
るプロが被災者支援で活
動することになっていない

※菅野拓さんのスライドを一部変更して引用 28



総務省 地方財政審議会 会長 
小西砂千夫（関学名誉教授）

こ
れ
こ
そ
備
え
！
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しかし・・・
制度や仕組みだけで
被災者は救えるのか？
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制度で解決を図れない理由

縦割り自体が苦難
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「公平」「平等」「画一」という言葉はない
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住宅再建
支援金

就労支
援

災害保護
・貸付金

医療支
援

心のケ
ア

生活再建の
支援

復興支援員
の寄り添い

住宅被
害

仕事喪失

収入減
少

健康被
害

トラウマ

家族離散

コミュニ
ティ喪失

個別計画
と実践

制度の限界を克服する

「り災証明一本主義」から「ありのままの被害」を注目へ
36



制度の限界を克服する
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災害ケースマネジメント

を具体的に考える

※

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ワ
ン
フ
ァ
ミ

リ
ー
仙
台
の
作
成
他
し
た
図
面
を
引
用
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厚労省「地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に 関する検討会（地域共生社会推進検討会）」の最終とりまとめより

課題解決型支援 伴走型支援

39
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本質は
各項目の標題
記載のとおり
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■災害ケースマネジメント

被災者一人ひとりの被災状
況や生活状況の課題等を個
別の相談等により把握した
上で、必要に応じ専門的な
能力をもつ関係者と連携し
ながら、当該課題等の解消
に向けて継続的に支援する
ことにより、被災者の生活
再建が進むようマネジメン
トする取組

定義の字面に縛
られないこと！
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定義の言葉を四角四面に捉えない

•→ 伴走型支援が大事

「課題等の把握・解消」

•→ 戸別訪問＆現場主義

「相談等により把握」

•→ 家族やボラの「その人を支える強み」

「専門的な能力をもつ関係者と連携」

•→ 目的はマネジメントじゃなく生活再建

「マネジメントする取組」
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鳥取県
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鳥取県

• その課題は災害のみによるものか？

• その支援は災害支援活動によるものか？

• その仕組みは災害用に構築したものか？
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鳥取県

• それは行政でなければ、できないか？

• それはお金がなければ、できないか？

• それはその人自体に原因があったのか？
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倉敷市
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倉敷市
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孤立した被災者に寄り添うということ
大町町
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孤立した被災者に寄り添うということ

盛岡市
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社会的処方とリンクワーカー

人間中心

エンパ
ワメン
ト

共創

一人ひとりが
孤立せず暮らす

には
「つながり」を
処方する

地域共生社会
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災害により家庭内の課題が深刻化する
岩泉町
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災害により家庭内の課題が深刻化する
大洲市
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「行政が寄り添う」という災害ケースマネジメント

厚真町
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「行政が寄り添う」という災害ケースマネジメント
厚真町
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民間発信の災害ケースマネジメント
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日弁連
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コーチング・スキル
を身に付ける

「コーチング」＝対話を通じて新たな思考を生み出すこと

相手の中の答えを引き出す

かたまりをほぐす

簡単な質問から始める

自分の気持ちを話す

沈黙を活用する

リクエストを聞く

「不満」を「提案」に変える

目標をとことん話す

人生の新しい切り口を与える

物語をつくる

数値化する

役割を交換する

失敗する権利を与える

オリジナルのチェックリスト
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災害ケースマネジメントのポイント

～５つのポイント～

①一人ひとりのリアルを把握する（世帯じゃない）

②アウトリーチ（申請主義の克服）

③支援の総合化・計画化（オーダーメイド）

④官民連携（よってたかって／餅は餅屋）

⑤目的を見誤らない（生活再建を図るためにある）
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一人ひとり（≠被災世帯）
のリアルを把握する

子どもに
二次被害

被災者生活再建支援法
や福祉は「世帯」単位

ポイント１
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取り残される一人ひとりの被災者≒孤立・孤独

救済されない
零細事業者
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宮城県女川町の横江義行
さん（65）は、東日本大
震災の大津波を生き延び
ながら、8年後の昨年3月
27日、災害公営住宅に入
居するまで家の湯船につ
かることはなかった（中
略）

「被災者に『大丈夫です
か』と聞いても『大丈夫
じゃない、助けてくれ』
と言わない。『どんな被
害がありましたか』と尋
ねるのが基本」と伊藤さ
んは言う。
（日経2020/1/19 小林隆記者）

日経新聞より／「大丈夫ですか？」じゃなくて「あなたの被害は？」
65



アウトリーチ
（申請主義を克服）

ポイント２

伴走型
支援

66



より引用
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「声なき声を聴く！」

真実
沈黙

我慢 諦め

不知

寄り添い（伴走）
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支援の総合化・計画化ポイント３
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災害ケースマネジメントのケース会議

•被災者一人ひとりの自立・生活再建に必
要な方策や支援の方向性について、行政
と関係機関が連携して検討を行う会議。

災害ケースマネジ
メントケース会議
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宇和島市での災害ケースマネジメント

ＮＰＯ・ボラ

弁護士

住宅金融
支援機構

災害ケースマネジメ
ントのキックオフの
ミーティング

市役所
社会福祉
協議会

当事者
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東日本大震災から８年が過ぎてなお、津波や地震で損
壊した自宅での生活を強いられる被災者は少なくない。
仙台市青葉区中山で暮らす無職Ｓさん（６７）の自宅を
訪ねた。

築４５年の木造２階。激しい揺れで２階の複数の柱に
深い割れ目が入り、１階の天井のはりはずれたままだ。
市の修繕状況調査には「一部修繕済み」と答えた。

震災で２階のコンクリート敷きのベランダがずれ落ち、
屋根が引っ張られてゆがみ、１階のサッシは開閉できなく
なった。

屋根の張り替え、玄関の修理など補修代金は約８００万
円に上った。２５年勤めた会社の退職金や火災保険の見舞
金を充てたものの、直し切れなかった。

市の目視による損壊判定は「半壊」。異議を申し立てた
が、２度目の判定でも覆らず「津波の被害でもっとひどい
人がいる」と言われた。公的な支援は応急修理制度（５２
万円）と義援金（５４万円）だけだった。

生活再建支援制度では半壊住宅を解体して建て替えた場合、
最大３００万円が支給される。Ｓさんは知らなかった。
「仕事が忙しく、誰に相談すればいいか分からなかった。
知っていれば自宅を解体して新築していた」と嘆く。

永野海さんのカードの
作成のきっかけになった
Ｓさんのケース

１人暮らし。震災後、過労や人間関係の悩みでうつ病
を発症した。退職金は自宅修繕で使い果たし、年金で暮
らしをつなぐ。Ｓさんは悲痛な思いで訴える。
「時間がたつほど追い詰められる。どうすればいいか

分からず困っている人は他にもいるのではないか」
（河北新報 2019年4月20日付より引用
石巻総局・氏家清志記者の記事）
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共通して使うカード

私は６７歳。全財産は８００万円。自宅は半壊でした。
年金一人暮らしで、被災後はうつ状態。不安です。

方針 生活再建のために使うカード
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資料提供：永野海弁護士

仙台市：生活再建支援加速プログラムより
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連携
（よってたかって／餅は餅屋）

ポイント４
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連携は難しい・・・のかな？

役所の内部の
連携

市町村と都道
府県の連携

行政と外部の
連携

民間団体同士
の連携

ボラや社協や
士業の連携

地域と家庭の
連携

〇〇と△△の
連携

誰のための連携か？

Ｄ
Ｃ
Ｍ
の
連
携
に
は
目
的
が
あ
る
。

連
携
そ
れ
自
体
は
手
段
に
過
ぎ
な
い
。
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石川県庁の初動3か月の検証
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能登半島地震 国に合わせた石川県のR6.1.23に編成したチーム（検証報告書資料編p42を引用)

誰のためのチームか？
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災害モードは新設よりも組み替えで

ＩＣＳ＝インシデント・コマンド・システム
（1970年代 米国の森林火災の教訓＝世界標準）

災害対策本部

指揮官

情報班 企画班 ロジ班 調整班 連絡班

災害時の組織体制（ＩＣＳ）

民間団体

民間団体 民間団体

民間団体行政部局

民間団体
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2005年ハリケーンカトリーナにおける被災者支援
（日本が災害ケースマネジメントを学んだきっかけ）

膨大な人数で広域だからこそ、発想転換し、
一人ひとりの災害ケースマネジメント

それを支える被災者支援情報管理システム
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ＤＣＭの連携の誤解

人手不足で新たな人員の余裕などない？

•平時の職務を災害モードに調整するだけ

•新たな人員増ではなく役割の切り替え

DCMで平時業務が止まる、回らなくなる？

•優先順位が切り替わるだけ。

•何を止め続けるかを場当たりにせず目的に沿って制御できる

新たな予算がかかるが財源などない？

•主なコストは研修と連携会議。既存予算の組み替えで対応可能。

•むしろ、不適切対応の手戻りコストを予防できる

ＤＣＭは、新たな負担ではなく、災害時に既存の力を連携して効果的に使う工夫です
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ＤＣＭの連携の誤解

誰の判断に従うのか、権限関係が複雑になる？

•逆。むしろ判断の所在が明確になる。

•お伺いラインが切り替わり、現場の迷いが減る。

余計な会議や書類が増え、現場が混乱する？

•DCMにより、無駄な電話・個別相談・属人的調整が減る。

•情報と調整が一本化され、やり取りが合理化される。

滅多に起きない災害に、そこまでやる必要がある？

•大災害ほど準備が必要。数年単位の事務が見通せるようになる。

•一度整えた体制は平時にも使える。

ＤＣＭは、新たな負担ではなく、災害時に既存の力を連携して効果的に使う工夫です
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阪神・淡路まちづくり支援機構の設立
（現：近畿災害対策まちづくり支援機構）

弁護士・司法書士・土地家屋調査士・不動産鑑定士・税理
士・建築士＋技術士・行政書士・社会保険労務士の連携団体

【設立：平成８年９月】(震災から1年8か月！）
84



二人三脚の被災者支援

「官」（国・都道府県・市町村、各部署、各機関）と
「民」（市民、サードセクター、企業、専門家）が、
 共に信頼し、共に役割を果たし、共に連携する
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被災者

行政

支え合
いセン
ター

弁護士
建築士

ＮＰＯ
ボラ

餅は餅屋で、よってたかって連携し、一人ひとりを支える

ケア
マネ

福祉
関係者

多くの社会資源で重層的に支援する

専門家

医療
関係者

民間
基金

家族

民生委
員

伴走型支援

近所
地域

保健・衛
生

議員

本質・目的

目的さえ共有できていれば信頼できる。本質さえ見誤らなければ連携できる
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静岡県牧之原のR7台風15号(竜巻被害)の相談会
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この相談会がモデルとなって『災害救助事務取扱
要領令和７年１０月』に新たな官民連携方法が新設 p102
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たとえば個別避難計画
（事前災害ケースマネジメント）

•個別津波避難カルテ

高知県黒潮町

•マイ・タイムライン

常総市

•避難支援計画

別府市

•個別支援計画/マイプラン

兵庫県
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（重層的支援体制整備事業による）
さいがいけーすまねじめんとのへいじのバージョン

［個人情報共有の参考］「支援会議」の活用

個人情報の壁を乗り越える対人支援はフェーズフリー（平時も災害時も同じ）
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「連携」が機能するかどうかは
「目的」が共有されているかで決まる

「連携が難しい」の正体は……
「目的の共有」ができてないだけ

ＤＣＭの連携の目的は「被災者の生活再建」という一点集中

× 会議を開くこと自体が目的になる
× 枠組みづくりと名簿だけで満足する
× 「連携している感」を求める

……ではＮＧ

目的さえ共有できていれば、
専門も立場も違っていても連携はできる。
その枠組みづくりはフェーズフリーの発想で。
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「連携」を仕組みにする
平時組織×災害時体制×ＤＣＭ

平時の
連携

・行政の縦割り（局→部→課）による安定的運営

・官民それぞれの目的で、成長と安定と持続

・社会的・経済的な棲み分けと「協定」

災害時 ・機能別、横断的なＩＣＳ体制

・役割を優先（餅は餅屋）

・目的の共有（被災者・被災地のため）

直後の
ＤＣＭ

・一人ひとりの被災者の生活再建を目的

・既存の力を適材適所で発揮する（餅は餅屋）

・寄ってたかって支援する

持続的な
ＤＣＭ

・属人的な支援から、計画による支援に

・ゴールは平時の福祉ほか（フェーズフリー）

・善意ではなく、制度と準備で仕組み化する
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目的を見誤らない
（生活再建を図るため）

ポイント５
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神戸市：仮設住宅解消プロジェクト

• 仮設住宅31,000世帯
→4年半で543世帯
うち困難93世帯

→20例でケース対応

その後の生活再建の様子は分からない。なぜ不明なのか？
目的が仮設住宅の解消だから、生活再建を見届けるのは業務外。
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【目的】災害対策基本法 2条の2

（基本理念）第2条の2
災害対策は、次に掲げる事項を基本理念

として行われるものとする。

1～3 略
4 災害の発生直後その他必要な情報を収集することが困難な
ときであつても、できる限り的確に災害の状況を把握し、こ
れに基づき人材、物資その他の必要な資源を適切に配分する
ことにより、人の生命及び身体を最も優先して保護すること。

5 被災者による主体的な取組を阻害することのないよう配慮
しつつ、被災者の年齢、性別、障害の有無その他の被災者の
事情を踏まえ、その時期に応じて適切に被災者を援護するこ
と。

6 災害復旧及び災害からの復興に必要な準備をするとともに、
災害が発生したときは、速やかに、施設の復旧及び被災者の
援護を図り、災害からの復興を図ること。
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【最終目的】私たちが守るべき最も大切なもの

生命
人権

幸福追求権＆
個人の尊重

憲法13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求
に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立
法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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むすびに
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災害ケースマネジメントを
広げるための今後の3つの課題

人の確保
（研修と
連携）

金の確保
（官･民の
財源）

制度の改
善（法の
使い方）

「学び、広げる」
経験値の共有と
垣根のない受援力

お金を集める知恵
お金を使う工夫

お金に支配されない姿勢

法は人を救う
ためにある

災害ケースマネジメントは特別な人がやる特別な支援ではありません。
それぞれが、普段やっていることを、一人ひとりの被災者の生活再建の
ために、当たり前にできるように調整するだけのことです。
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ご静聴
ありがとう
ございました
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